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　交通事故全体の約2割
が、駐車場内（コンビニエ
ンスストア等各施設）で発
生しています。駐車場内で
は、細心の注意を払ってく
ださい。その他、危険地帯
は右記のとおりです。

交通事故危険地帯
（横断歩道）

悲惨な交通事故をゼロにするために

妨害運転「あおり運転」に対する罰則の創設について知っていますか「ながら運転」の厳罰化について

あおり運転
のせいで

あおり運転
をした場合

危険が
生じた場合

　２０２１年の交通事故による死者数は全国で２６３６人となり、過去最少となりました。
また、道内の交通事故による死者数も、前年と比べて２４人少ない１２０人で、例年増加
傾向にありましたが、大幅に減少しました。
　増毛町では、平成３１年３月２７日から現在まで
交通事故死ゼロ日数が継続されています。
令和３年１２月２１日には、交通事故死ゼロ日数が 

　冬道は特に交通事故が多発しますので、
これからも油断せずに改めて交通ルールや
マナーを守り、安全運転を心掛けましょう。
　目指せ！交通事故ゼロのまち、増毛町！！ 

　東名高速道路などで発生した悲惨な交通死亡事故等を契機に、令和２年６月３０日
から、妨害運転「あおり運転」に対する罰則が創設されました。

　令和元年１２月１日から、自動車や原動機付き自転車を運転しながら携帯電話やス
マートフォンなどを使用した「ながら運転」の罰則が強化されました。

ながら運転が原因で事故を起こしてしまうと、違反点数が６点となり、免許停止処分になります。
ながら運転は重大な事故を引き起こす危険な行為です。絶対にやめましょう。

○追越し違反や車間距離不保持など交通の危険のおそれが
　ある妨害運転「あおり運転」をした場合…

○携帯電話で通話しながら、携帯電話やカーナビの画面を注視しながら
　運転をした場合…

３年以下の懲役または５０万円以下の罰金、
違反点数が２５点となり、免許取消し処分になります。

○妨害運転「あおり運転」により危険が生じ、他の自動車
　を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生
　じさせた場合…

５年以下の懲役または１００万円以下の罰金、
違反点数が３５点となり、免許取消し処分になります。

１０００日を達成しました。

増毛町の交通事故危険地帯
増毛駐在所 大塚所長

岩尾トンネル出入口付近
（国道２３１号線）▼

※スリップによる単独事故が多いの
　で、減速かつ路面状態をよく確認
　してください。

※横断歩道があるところは、歩行者
　が優先となり、一時停止しなけれ
　ばなりません。

ＤＣＭホーマックニコット前横断
歩道（国道２３１号線）▼

改　正　前
５万円以下の罰金 ６か月以下の懲役または、１０万円以下の罰金

１点 ３点

７,０００円

６,０００円

６,０００円

５,０００円

２５,０００円

１８,０００円

１５,０００円

１２,０００円

罰　　則

違反点数

反則金（大型）

（中　　型）

（二　　輪）

（原　　付）

改　正　後

至留萌

至留萌至札幌

至札幌●岩尾温泉
　あったま～る

●夕陽荘
●

●

●

●

（有）北部商事

（有）ましけガラス

認定こども園
　あっぷる

ＤＣＭホーマック
ニコット

マルヒラ川

交通事故危険地帯
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１２／２１
（火）

～令和４年 増毛町成人式～

各種イベントに活用してほしい

二十歳の若人明日へ翔け１／９
（日）

　令和４年増毛町成人式が町文化センターで行われ、平成１３年４月２日から平成１４年４月１日まで
に生まれた新成人３１名が出席しました。地元在住者や進学、就職で町外に出た人のほか、町内で働く
ベトナムと中国の外国人実習生４名も一緒に参加しました。
　式典では、新成人たちが一人ずつ紹介された後、「町民の誓い」を齊藤博教さんが代表して朗読しました。
続いて、佐藤敏治教育長より式辞、堀雅志町長より祝辞が述べられました。
　式の後半には、小・中学校時代の恩師からのビデオメッセージが上映されたほか、キャンドルサービ
スが行われました。最後に「成人の誓いのことば」を佐藤迅さんが述べ、新成人たちは大人の仲間入りを
果たしました。

　社会貢献事業の一環として、公益社団法人留萌
地方法人会増毛支部（森竹昌基支部長）から、増毛
町へ折りたたみテーブル１５台が寄贈されました。
　同増毛支部は毎年、町内の団体などに備品を寄
贈しております。
　森竹支部長は「新型コロナウイルス感染症拡大が
収まり、今後イベントを行う際に、観光客がゆっ
くり楽しめる環境を整えてもらいたい」と話し、
目録を手渡しました。

１２／２４
（金）

消防功労で
瑞宝単光章を叙勲
～消防叙勲伝達式～ ～留萌地方法人会増毛支部が増毛町に寄贈～

　瑞宝単光章を叙勲した髙橋功さんは昭和５２年
４月に消防団員を拝命。拝命以来３８年以上の永
きにわたり、消防業務に精励してきました。
　消防施設の整備、有事の現場活動においても卓
越した消防技術により多くの功績を残したこと、
また、常に団員の教育訓練に意を注ぎ、数々の訓
練や講習の受講などに率先して範を示し、消防団
の資質向上に尽くした功績などが認められ、勲章
と勲記を授与されました。

１／１５
（土）

受審者７名が
日頃の稽古の成果を発揮
～剣道級位審査会～

健康寿命延伸・高齢者が
活躍するまちを目標に

１２／１４
（火）

～スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰２０２１～

　スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰２０
２１（スポーツ庁主催）の表彰式が東京都内で行わ
れ、運動習慣の普及と定着、高血圧対策を取り組
む増毛町が表彰されました。
　運動習慣を定着させるための拠点施設「ら・さ
んて」を開設し、「どこでも健康ましけウォーキン
グ」などのイベントを実施、また、「高血圧ゼロの
まちプロジェクト」として運動や減塩を広く推奨
する活動が評価されました。
　表彰式では、同庁の室伏広治長官から堀雅志町
長へ表彰状が手渡されました。

　留萌剣道連盟主催の増毛町剣道スポーツ少年団
の団員を対象とした剣道級位審査会が、町立体育
館で開催されました。
　審査は木刀による剣道基本技稽古法、日本剣道
形、実技について町内の有資格者３名が審査し、
７名の受審者が審査に挑みました。審査会場では
「ヤー」「メーン」と気迫のこもった発声が響き渡る
中、受審者は合格を目指し日頃の稽古の成果を発
揮しました。合格者は次のとおりです。（敬称略）
　１級：茨木漣、３級：岩谷悠成、髙橋優治、川
村香純、５級：北原大夢、北原杏菜、茨木爽

地域貢献をたたえ
　　　　感謝状を贈呈
　１月１４日、公共施設整備などの地域貢
献活動に対する感謝状贈呈式が役場会議室
で行われ、３社２企業体の代表の方へ、堀
町長がお礼の言葉を述べ、感謝状が手渡さ
れました。
　なお、各社の地域貢献内容については下
記のとおりです。

●萌州建設　株式会社
　岩老バス停を見晴町バス停へ移動・設置
　　　　　　　　　　　　　（１０／８実施）
●株式会社　堀口組
　信砂生活館　屋根雪留め設置
　　　　　　　　　　　    （１０／１４実施）
●堀口・興北・瀬越　経常建設共同企業体
　信砂生活館　屋根雪留め設置
　　　　　　　　　　　    （１０／１４実施）

●増毛土建・川淵　経常建設共同企業体
　増毛町学童保育へプリンター寄贈
　　　　　　　　　　　　 （１１／２６実施）
●株式会社　清野建設
　暑寒別岳スキー場　ゲート改修
　　　　　　　　　　　　 （１１／２２実施）

地域貢献をたたえ
　　　　感謝状を贈呈
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１２／２１
（火）

～令和４年 増毛町成人式～

各種イベントに活用してほしい

二十歳の若人明日へ翔け１／９
（日）

　令和４年増毛町成人式が町文化センターで行われ、平成１３年４月２日から平成１４年４月１日まで
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　スポーツ・健康まちづくり優良自治体表彰２０
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む増毛町が表彰されました。
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まちプロジェクト」として運動や減塩を広く推奨
する活動が評価されました。
　表彰式では、同庁の室伏広治長官から堀雅志町
長へ表彰状が手渡されました。

　留萌剣道連盟主催の増毛町剣道スポーツ少年団
の団員を対象とした剣道級位審査会が、町立体育
館で開催されました。
　審査は木刀による剣道基本技稽古法、日本剣道
形、実技について町内の有資格者３名が審査し、
７名の受審者が審査に挑みました。審査会場では
「ヤー」「メーン」と気迫のこもった発声が響き渡る
中、受審者は合格を目指し日頃の稽古の成果を発
揮しました。合格者は次のとおりです。（敬称略）
　１級：茨木漣、３級：岩谷悠成、髙橋優治、川
村香純、５級：北原大夢、北原杏菜、茨木爽

地域貢献をたたえ
　　　　感謝状を贈呈
　１月１４日、公共施設整備などの地域貢
献活動に対する感謝状贈呈式が役場会議室
で行われ、３社２企業体の代表の方へ、堀
町長がお礼の言葉を述べ、感謝状が手渡さ
れました。
　なお、各社の地域貢献内容については下
記のとおりです。

●萌州建設　株式会社
　岩老バス停を見晴町バス停へ移動・設置
　　　　　　　　　　　　　（１０／８実施）
●株式会社　堀口組
　信砂生活館　屋根雪留め設置
　　　　　　　　　　　    （１０／１４実施）
●堀口・興北・瀬越　経常建設共同企業体
　信砂生活館　屋根雪留め設置
　　　　　　　　　　　    （１０／１４実施）

●増毛土建・川淵　経常建設共同企業体
　増毛町学童保育へプリンター寄贈
　　　　　　　　　　　　 （１１／２６実施）
●株式会社　清野建設
　暑寒別岳スキー場　ゲート改修
　　　　　　　　　　　　 （１１／２２実施）

地域貢献をたたえ
　　　　感謝状を贈呈
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町民税の申告が
　　　始まります

 申告受付は
２月１６日（水）から
３月１５日（火）まで

市街地区は
３月１日（月）から

町民税の申告が
　　　始まります
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【お問合せ先】  増毛町役場 税務課（☎５３－１１１４）

国民健康保険
税を口座振替
で納税されて
いる方へ

令和４年度 町民税申告受付日程表

阿分（元阿分）４区、５区
舎熊（彦部）９区
舎熊１０区、１１区、１２区
舎熊（朱文別）１３区
舎熊（朱文別沢）１４区
舎熊（笹沼）１４－１区

２

２

水

木

１６

１７

旧舎熊小学校 ９：３０～１１：３０
１３：３０～１６：００

箸別１６区、湯の沢１７区

信砂６区

阿分１区、３区

阿分２区

雄冬４２区

２

２

２

金

月

火

１８

２１

２２

箸別生活館

信砂生活改善センター

阿分会館

雄冬生活館
１０：００～１２：００
１３：００～１５：３０

９：３０～１１：００

１３：３０～１６：００

９：３０～１１：００

１３：３０～１６：００

岩老４１区

別苅（本内）３７区、（津田屋）３８区

別苅（谷地町）３６区、４５区、（萌）３５区

別苅（小樽間内）３４区、４４区、（萌）３５区

別苅（大別苅）３９区

２

２

２

３ 火

木

金

月

２４

２５

２８

１

岩尾保健福祉館

津田屋会館

谷地町会館

小樽間内会館

大別苅会館

９：３０～１１：００

１３：３０～１６：００

９：３０～１１：００

１３：３０～１６：００

９：３０～１１：００

３
３
３

金
月
火

１１
１４
１５

９：００～１２：００
１３：００～１８：３０

９：００～１１：３０

市街地区 健康一番館
（保健センター）

９：００～１２：００
１３：００～１６：３０

〜

（土日を除く）

３ 木１０

月　日 曜 自治会名 申告会場 受付時間

※ 申告会場では、マスクの着用などコロナウイルス感染症対策にご協力よろしくお願いします。
※ 各地区での受付日に都合の悪い方は、３月１日（火）からの市街地区の会場で「申告」をしてください。
※ ３月１１日（金）と３月１４日（月）の２日間は、申告受付を１８時３０分まで延長します。
※ ３月１５日（火）の申告受付は、確定申告書を税務署に提出するため１１時３０分で終了します。

○ 国民健康保険税を口座振替により納税されている方には、領収書に替えて納税
　 証明書を送付しています。役場（健康一番館）や各地区の会館などで申告する
　 際は、納税証明書の提示をお願いします。
○ 税務署などで確定申告する際は、国民健康保険税以外にも後期高齢者医療保険 
　 料（保険年金係）や介護保険料（介護保険係）の納付証明書が必要になります
　 ので、各担当係にお問合せください。
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増毛町の介護保険について
介護保険制度とは

増毛町の介護保険の状況を見てみましょう。

介護保険料はどうやって払う？

介護保険のサービスを受けるには？

１.要介護認定者数と要介護認定率 増毛町の介護認定者数と認定率

増毛町の介護サービス給付費

　介護保険は、介護が必要な方の所得に応じて、その費用の９割から７割を負担する制度です。各
自治体単位で、介護保険料と税金（国・道・町）で運営されています。

・４０歳になると介護保険の加入が義務づけられ、加入している健康保険と一緒に徴収され介護保
　険料を支払うことになります。
・６５歳になると住んでいる自治体が自治体毎に決められた介護保険料を納入します。納入方法は、
　納入通知書を使って窓口で払う普通徴収と、年金から天引きされる特別徴収があります。

　健康一番館内の福祉厚生課･介護保険係の窓口で介護認定の申請をします。
　主治医のいる方は、「主治医の名前・病院名」などの情報をお知らせください。
　本人・家族が申請できる他、ケアマネージャーなどが申請の代行をします。
　まずは、福祉厚生課･介護保険係・地域包括支援センターにお電話（０１６４ー５３ー３１１１）でご相談
ください。

　増毛町には令和３年８月末で４０６人
の要介護認定者がいます。（６５歳以上
１,８１９人中）
　認定率は道内１５６保険者（自治体・広
域組合）の中で１４番目です。

２.介護サービス給付費
　１年間に給付する介護サービス給付費
の合計です。
　昨年度は要介護認定者に約６億２,０００
万円の給付をしています。

３.介護保険料の変遷
　現在は、第８期介護保険計画により運
営しています。
　介護保険料は道内１５６保険者（自治
体・広域組合）の中で８７番目です。

認定者数（人） 認定率（％）

32,508

2,709

33,600

2,800

33,600

2,800

40,200

3,350

48,300

4,025

63,600

5,300

75,500

6,291

73,100

6,091

22.4%

４４４人

６４５０１万円

６３４９４万円
６３１４８万円

６４４０２万円

６２０１１万円

４４３人
４５０人

４３５人
４０７人 ４０６人

22.6% 23.2% 23.2%
22.2%

22.3%

期 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

年度

年額
（基準額）
月額

（基準額）

Ｈ１２～１４ Ｈ１５～１７ Ｈ１８～２０ Ｈ２１～２３Ｈ２４～２６Ｈ２７～２９ Ｈ３０～Ｒ２ Ｒ３～５

住民税非課税世帯等に対する

●支給対象と手続き

①世帯全員　令和３年度「住民税均等割が非課税」の世帯

☆その他不明な点等ございましたら下記担当までご連絡ください。

②新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯
　全員が住民税非課税相当となった世帯（家計急変世帯）

臨時特別給付金（１世帯あたり１０万円）について

　「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は、住民税均等割非課税世帯や令和３年
１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
　給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※令和３年１２月１０日時点で増毛町に住民登録のある方・世帯が対象です。

【お問合せ・担当】役場企画財政課財政係　５３ー１１１０
　　　　　　　　（受付時間  平日８：４５～１７：１５）
　　　　　　　　 内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
　　　　　　　　 ０１２０ー５２６ー１４５（受付時間  ９：００～２０：００）

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付
　を申請した場合、不正受給（詐欺）に問われる場合があります。

○対象となる世帯には、役場から給付内容や確認事項が書かれた『確認書』を
　送付します。
○中身を確認、必要事項を記入し『確認書』を役場へ返信してください。
　【確認事項】
　　①記載された振込口座（特別定額給付金に使用）に誤りがないか
　　②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないか

○世帯全員のそれぞれの年収見込額（令和３年１月以降の任意の１か月×１２倍）
　が町民税均等割非課税水準以下となる世帯
○申請が必要です。該当すると思われる方は、下記担当へご相談ください。
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増毛町の介護保険について
介護保険制度とは

増毛町の介護保険の状況を見てみましょう。

介護保険料はどうやって払う？

介護保険のサービスを受けるには？

１.要介護認定者数と要介護認定率 増毛町の介護認定者数と認定率

増毛町の介護サービス給付費

　介護保険は、介護が必要な方の所得に応じて、その費用の９割から７割を負担する制度です。各
自治体単位で、介護保険料と税金（国・道・町）で運営されています。

・４０歳になると介護保険の加入が義務づけられ、加入している健康保険と一緒に徴収され介護保
　険料を支払うことになります。
・６５歳になると住んでいる自治体が自治体毎に決められた介護保険料を納入します。納入方法は、
　納入通知書を使って窓口で払う普通徴収と、年金から天引きされる特別徴収があります。

　健康一番館内の福祉厚生課･介護保険係の窓口で介護認定の申請をします。
　主治医のいる方は、「主治医の名前・病院名」などの情報をお知らせください。
　本人・家族が申請できる他、ケアマネージャーなどが申請の代行をします。
　まずは、福祉厚生課･介護保険係・地域包括支援センターにお電話（０１６４ー５３ー３１１１）でご相談
ください。

　増毛町には令和３年８月末で４０６人
の要介護認定者がいます。（６５歳以上
１,８１９人中）
　認定率は道内１５６保険者（自治体・広
域組合）の中で１４番目です。

２.介護サービス給付費
　１年間に給付する介護サービス給付費
の合計です。
　昨年度は要介護認定者に約６億２,０００
万円の給付をしています。

３.介護保険料の変遷
　現在は、第８期介護保険計画により運
営しています。
　介護保険料は道内１５６保険者（自治
体・広域組合）の中で８７番目です。

認定者数（人） 認定率（％）

32,508

2,709

33,600

2,800

33,600

2,800

40,200

3,350

48,300

4,025

63,600

5,300

75,500

6,291

73,100

6,091

22.4%

４４４人

６４５０１万円

６３４９４万円
６３１４８万円

６４４０２万円

６２０１１万円

４４３人
４５０人

４３５人
４０７人 ４０６人

22.6% 23.2% 23.2%
22.2%

22.3%
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②新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯
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新型コロナワクチン接種情報

１回目　ファイザー
２回目　ファイザー
３回目　ファイザー

２０.０倍

３１.７倍
１回目　ファイザー
２回目　ファイザー
３回目　モ デ ル ナ

新型コロナワクチン接種情報
３回目接種について（１月１４日現在の情報）

◆新型コロナワクチンを未接種の方で、１～２回目の接種を希望する方は、保健指導係までご連絡下さい。
◆増毛町では、文化センターでの集団接種となります。現在の予定では、６月頃で終了する予定になりま
　すので、受けそびれのないようお願い致します。
◆里帰り妊産婦、単身赴任者、遠隔地学生、ＤＶ被害者等などは、町外接種が可能です。当該市町村に
　相談し、住所地外接種届を申請して下さい。（市町村により受け入れ状況が違いますので、接種できな
　い場合もあります）
【お問合せ先】
増毛町役場　福祉厚生課　保健指導係　　　　　 ０１６４ー５３ー３１１１
北海道コロナワクチン接種相談センター（薬剤師）　０１２０ー３０６ー１５４（毎日９時～１７時３０分）
北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター ０１２０ー５０１ー５０７（２４時間対応）

◆ワクチンは、ファイザー社と武田モデルナ社の２種類となります。数に余
　裕がないため、ワクチンの種類は選べませんので、ご了承下さい。ワクチ
　ンの取扱い事故防止のため、こちらで使用日程を決めさせて頂きますので、
　ご了承下さい。

◆モデルナワクチンについて
　Ｑ．モデルナは副反応が強いと聞きますが…
　Ａ．３回目接種では、１・２回目接種の半分の量
　　　になります。２回目と比べて、発熱や疲労な
　　　どの症状が少ないことが分かっています。

厚労省資料より（アメリカの交互接種を伴う
追加接種の安全性・免疫原性を分析した非盲
検フェーズⅠ～Ⅱ臨床試験の速報）

※ファイザーとモデルナのワクチン交
　互接種の抗体量（追加接種後１５日目）

◆町内集団接種の時期（前倒し日程の予定）

◆５～１１歳の方のワクチン接種について
　ファイザー社小児用ワクチンが１～２月に認可となる見込みです。
　接種希望調査を実施しますので、ハガキのご返送について、ご協力
　お願い致します。（接種を希望された方にのみご案内を送ります。）

※予診票が郵送されましたら、同封の説明書もご覧下さ
　い。また、ごくまれに１０～２０代男性に心筋炎の報
　告があるため、町では（ワクチン配分が整えば）若い
　世代の方にはファイザーの使用を考えています。

※ワクチン配送などの状況により時期が変更になる可能性があります。
※近くなりましたら、接種券一体型予診票と日時指定のご案内を郵送します。（オレンジ色の封筒）
　接種を希望しない場合、日程変更を希望される場合は、保健指導係にご連絡下さい。
※高齢者のバス・公用車の送迎について→前回利用された方には、送迎時間の案内を一緒に送付します。
　今回移動手段がなく、送迎を希望される方は、保健指導係までご連絡下さい。なお、身体介護が必要
　な方は、ヘルパーに依頼をお願い致します。

※接種は３月の見込みですが、変更となる場合もあります。

医療従事者・施設従事者等 １月１９日～２月　３日
※平日の午前か午後となります

１月３１日～３月中旬頃
３月中旬～４月の見込み
４～５月の見込み

高齢者等（８月末までに２回目を接種した方）
一般（１８～６４歳未満）等（８月末までに２回目を接種した方）
９～１０月に２回目を接種した方

　消防団は、それぞれ仕事をしながら地域の安心・安全を守るために活躍している人たちが集ま
る消防機関の一つです。火災発生時の消火活動、地震や風水害などの災害発生時の救助・救出活
動、警戒巡視等を任務とし、地域住民の生命・財産を守るために活躍しています。また、災害発
生時だけではなく、平常時においても訓練や広報活動をし、防災力の向上を目指しています。

増毛町に居住または勤務し、１８歳以上であること。
心身ともに強健な者。

増毛町消防本部　総務課　電話５３－２１７５
またはお近くの消防団員へ！

条例に基づき年報酬・手当が支給されます。
活動に必要な被服を貸与します。
公務災害補償、退職報償金、表彰などの制度があ
ります。

増毛町消防団員募集

入団資格

処　　遇

お問合せ

増毛町消防団員募集

マイナポイント第２弾が始まりました
マイナポイントとは

マイナポイントをもらう方法

　マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス（※）で
チャージやお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の２５％分のポイントがもらえるの
が「マイナポイント」のしくみです。（お一人あたり５千円分が上限です）

※ＱＲコード決済（○○Ｐａｙ）や電子マネー（交通系のＩＣカードなど）、クレジットカードなど
　のことです。

①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第１弾に申し込んでいない方
　（マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます）…　最大 5千円相当のポイント
　２０２１年１２月末までにマイナポイント第１弾に申し込んだ方で、まだ２万円のチャージや
　お買い物を行っていない場合（最大５千円分までポイント付与を受けていない方）は、２０２２
　年１月１日以降も引き続き、上限（５千円相当）までポイントの付与を受けることができます。

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方（既に利用申込みを行った方
　も含みます）… 7,500 円相当のポイント
③公金受取口座の登録を行った方（口座登録手続は今後開始予定です）…7,500円相当のポイント

①マイナンバーカードを取得する
②マイナンバーカードを受け取ったらマイナポイントの予約・申込をする
③（上記１月１日開始①の場合）チャージまたはお買い物で上限 5千円分のマイナ
　ポイントを取得する

【お問合せ先】役場町民課・戸籍係（☎５３ー１１１２）
　　　　　　  マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）（☎０１２０－９５ー０１７８）

２０２２年１月１日からマイナポイント第２弾として、まず下記①が実施されています。

下記②・③のポイントは、２０２２年６月頃から開始予定です。
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新型コロナワクチン接種情報

１回目　ファイザー
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３回目　ファイザー
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２０２２年１月１日からマイナポイント第２弾として、まず下記①が実施されています。

下記②・③のポイントは、２０２２年６月頃から開始予定です。
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２月２８日からロードヒーティングを休止します！
　１２月からロードヒーティングの運行をしてきま
したが、近年、施設の老朽化が進み、融雪機能が随
所に低下していることと、電気料金を削減するため、
一部の路線のロードヒーティングを休止いたします。
　休止路線は、役場～留萌信金増毛支店と役場～神
社下（右図参照）までの２路線を２月２８日（月）より
休止いたしますので、皆様のご理解とご協力をお願
いいたします。
　また、安全確保のためスリップ防止剤を散布いた
しますが、通行される方はスピードの出し過ぎ等に
十分注意し、安全運転を心がけてください。

【お問合せ先】役場建設課・管理係（☎５３ー１１１５） 【ロードヒーティング運行休止路線図】

　上下水道料金の納期限は毎月２５日（土日祝祭日の場合は翌平日）となっております。今月の
納期限は２月２５日（金）となっておりますので、利用者の皆様におかれましては、納め忘れなど
がないかご自身の納付状況をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
　納付書を紛失した等、お手元にない場合は再発行しますので、役場上下水道課までご連絡いた
だきますようお願いします。

【お問合せ先】役場上下水道課（☎０１６４ー５３ー１１５２）

                                     

                                     

上下水道料金の納期内納入にご協力をお願いします























○ＩＤやパスワードは、自分自身でしっかり管理する。
○パソコンやスマートフォンには、ウイルス対策ソフトをインストールする。
○パソコンの基本ソフト（ＯＳ）やウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしておく。
○身に覚えのないメールの添付ファイルやＵＲＬは開かない。
○不必要なアプリや信頼のおけないサイトからソフトウェアをダウンロードしない。
○定期的にバックアップデータを保存する。
○オンラインショップでの買い物では、そのサイトが本物かどうかよく確認する。

サイバー犯罪の被害に遭わないために

【お問合せ先】留萌警察署（☎４２ー０１１０）

サイバー犯罪の被害に遭わないために

　毎年２月１日から３月１８日までの期間を「サイバーセキュリティ月間」としており、
北海道警察においても、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を集中的に推進し
ています。
　近年、スマートフォンの普及などにおけるインターネット利用者
の増加傾向に伴い、ネットバンキングに係る不正送金や偽サイトに
係るフィッシング詐欺など、国民生活を脅かすサイバー犯罪の危険
性が社会全体で大きく取り上げられています。
サイバー犯罪に遭わないように、次の対策を実施しましょう。

　サイバーセキュリティは、ひとつの対策を講じれば大丈夫という訳ではありません。
複数の対策を併用して、インターネットを安全に利用しましょう。

農業者年金がさらに便利になります！

　３５歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす
方は、１万円から（上限６万７千円）でも通常加入できます。
（保険料の納付下限額が２万円から１万円に引き下げられま
した。）

次の①～⑤のいずれにも該当しない方
① 認定農業者かつ青色申告者　② 認定就農者かつ青色申告者　③ 認定農業者又は青色申告者
④ ①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
⑤ ①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者

（千円単位で選択できます）

１万円 ２万円 ６万７千円

【３５歳未満の方の通常加入の保険料】

改正後の保険料

これまでの保険料

令和４年１月から
若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました！

【保険料引き下げ（保険料１万円以上）の対象者】

【お問合せ先】農業委員会事務局 ☎５３ー１１１６
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　サイバーセキュリティは、ひとつの対策を講じれば大丈夫という訳ではありません。
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　３５歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす
方は、１万円から（上限６万７千円）でも通常加入できます。
（保険料の納付下限額が２万円から１万円に引き下げられま
した。）

次の①～⑤のいずれにも該当しない方
① 認定農業者かつ青色申告者　② 認定就農者かつ青色申告者　③ 認定農業者又は青色申告者
④ ①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属
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改正後の保険料

これまでの保険料

令和４年１月から
若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました！
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こ
の
機
会
に
、
日
頃
の
悩
み
に

つ
い
て
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

事
前
予
約
・
問
合
せ
先

　

役
場
町
民
課
・
町
民
環
境
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
２
）

　

生
活
や
仕
事
に
関
す
る
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
秘
密
厳
守
、
事

前
予
約
制
、
相
談
料
は
無
料
で
す
。

■
対
象
者

　

生
活
・
仕
事
な
ど
で
お
困
り
の

方■
開
催
日

　

２
月
17
日
（
木
）

■
時
間

①
13
時
30
分
～

②
14
時
30
分
～

■
場
所

　

文
化
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

■
申
込
期
限

　

２
月
16
日
（
水
）
ま
で

申
込
・
問
合
せ
先

　
る
も
い
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
５
６
ー
１
６
１
６
）

　

生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
を
新

し
く
飼
わ
れ
た
方
は
、
狂
犬
病
予

防
法
の
定
め
に
よ
り
、
犬
の
所
在

地
の
市
町
村
に
登
録
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

未
登
録
の
場
合
は
、
毎
年
５
月

に
町
内
全
域
を
対
象
に
実
施
す
る

狂
犬
病
予
防
注
射
の
案
内
文
書
が

発
送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か

に
登
録
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

■
犬
の
新
規
登
録
料

　

３
，
０
０
０
円
（
犬
の
登
録
は

一
生
に
一
度
の
み
）

■
そ
の
他
の
手
続
き

　

次
の
場
合
は
、
費
用
は
か
か
り

ま
せ
ん
が
お
手
続
き
が
必
要
で
す
。

①
犬
が
死
亡
し
た
と
き

②
犬
、
又
は
飼
い
主
の
所
在
地
が

　

変
わ
っ
た
と
き

③
犬
を
譲
渡
し
た
、
ま
た
は
譲
り

　

受
け
た
と
き

■
手
続
き
方
法

　

役
場
町
民
課
町
民
環
境
係
に
て

手
続
き
願
い
ま
す
。

　

役
場
町
民
課
・
町
民
環
境
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
２
）

■
補
助
目
的

　

介
護
従
事
者
の
就
業
の
継
続
、

定
着
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

増
毛
町
内
の
介
護
保
険
施
設
等
に

新
た
に
就
職
し
、
町
外
か
ら
転
入

し
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る
方
に
住

宅
準
備
に
か
か
る
費
用
を
補
助
し

ま
す
。

■
補
助
対
象
者
（
左
記
の
要
件
を

　

全
て
満
た
す
こ
と
）

①
新
た
に
常
勤
職
員
と
し
て
介
護

　

業
務
に
従
事
す
る
方
（
資
格
は

　

問
わ
な
い
）

②
雇
用
開
始
日
前
３
年
間
に
お
い

　

て
、
町
内
及
び
留
萌
市
内
の
介

　

護
保
険
施
設
等
に
雇
用
さ
れ
て

　

い
な
い
方

③
町
税
等
の
未
納
が
な
い
方

④
本
町
に
住
所
を
有
す
る
方
（
居

　

住
実
態
が
あ
る
こ
と
）

⑤
町
内
の
介
護
保
険
施
設
に
従
事

　

す
る
た
め
、
町
外
か
ら
転
入
し
、

　

町
内
の
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る

　

方
※
介
護
事
業
所
の
人
事
異
動
に
よ

　

る
転
入
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

■
補
助
金
額
等

　

家
賃
２
ヶ
月
分
、
敷
金
及
び
礼

金
、
転
居
費
用
に
か
か
る
実
費
相

当
額
（
20
万
円
上
限
）
を
３
ヵ
年

に
分
割
し
て
支
給
す
る
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
合

せ
願
い
ま
す
。

　

増
毛
町
立
明
和
園

　
（
☎
５
３
ー
１
６
０
１
）
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生
活
・
仕
事
相
談
会

　
　
　

  

（
事
前
予
約
制
）

飼
っ
て
い
る
犬
の
登
録
は

　
　

  

お
済
み
で
す
か
？

町
介
護
従
事
者
就
業

支
援
補
助
金
の
ご
案
内

問新着本案内 総合交流促進施設元陣屋（電話 53–3522）

雨夜の星たち 海の中のくらし寺地　はるな　著 佐藤　克文　文
木内　達朗　絵

　他人に感情移入できない２６歳
の女性は、同僚の退職を機に仕事
を辞める。他人に興味を持たない
性格を見込まれ、彼女は「お見舞
い代行業」の仕事にスカウトされ
るが…

　人間が直接、観察することの
できない深い海の中を泳ぎ回る
動物たちは、どうやって生きて
いるのか？小型カメラや速度計
を使って、アザラシやクジラの
秘密を解き明かす科学絵本。

問

問



■
貸
付
目
的

　

将
来
、
増
毛
町
内
に
所
在
す
る

介
護
保
険
施
設
等
の
職
員
と
し
て

介
護
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る

方
に
対
し
、
そ
の
修
学
に
必
要
な

資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、

介
護
従
事
者
の
養
成
及
び
確
保
を

図
り
、
も
っ
て
介
護
の
提
供
体
制

の
充
実
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
ま
す
。

■
貸
付
対
象
者

　

介
護
福
祉
士
養
成
施
設（
大
学・

専
門
学
校
等
）
に
在
学
中
の
方
で

あ
っ
て
、
将
来
、
増
毛
町
に
お
い

て
介
護
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す

る
方
に
対
し
、
修
学
資
金
を
貸
付

し
ま
す
。

　

増
毛
町
出
身
者
以
外
の
方
で
も

貸
付
し
ま
す
。

■
貸
付
上
限
額
及
び
貸
付
期
間
等

　

月
額
５
万
円
以
内
と
し
、
学
校

等
の
在
学
期
間
中
貸
付
し
ま
す
。

な
お
、
貸
付
金
は
無
利
子
と
し
ま

す
。

■
貸
付
金
の
償
還
免
除

　

養
成
施
設
を
卒
業
後
、
３
ヶ
月

以
内
に
増
毛
町
内
の
介
護
保
険
施

設
等
に
就
職
し
、
借
受
年
数
の
２

倍
の
期
間
を
従
事
し
た
場
合
は
、

貸
付
金
の
償
還
を
全
額
免
除
し
ま

す
。

■
貸
付
金
の
償
還

　

修
学
資
金
を
辞
退
し
た
と
き
や

養
成
施
設
を
退
学
し
た
と
き
な
ど

は
、
貸
付
金
の
償
還
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
合

せ
願
い
ま
す
。

　

増
毛
町
立
明
和
園

　
（
☎
５
３
ー
１
６
０
１
）

○
早
め
の
氷
雪
下
ろ
し
を

　

屋
根
か
ら
の
氷
雪
の
落
下
に
よ

り
、
下
敷
き
に
な
る
な
ど
の
事
故

が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
氷
雪
が

屋
根
か
ら
せ
り
出
し
て
い
る
軒
下

な
ど
は
、
危
険
で
す
の
で
近
づ
か

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

氷
雪
は
早
め
に
下
ろ
し
て
、
落
氷

雪
に
よ
る
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ

う
。

○
雪
下
ろ
し
作
業
は
複
数
で
行
い

　

安
全
確
保
を

　

屋
根
の
雪
下
ろ
し
中
に
、
ハ
シ

ゴ
や
屋
根
か
ら
転
落
す
る
事
故
も

発
生
し
て
お
り
ま
す
。
作
業
す
る

と
き
は
、
補
助
者
を
置
く
な
ど
複

数
で
行
う
と
と
も
に
、
転
落
防
止

や
万
一
の
と
き
に
備
え
、
万
全
の

措
置
を
講
じ
、
自
身
の
安
全
を
確

保
し
ま
し
ょ
う
。

○
除
雪
機
に
注
意

　

除
雪
機
に
よ
る
除
雪
作
業
中
に
、

衣
類
を
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
下
敷

き
に
な
る
な
ど
の
事
故
も
発
生
し

て
お
り
ま
す
。
除
雪
作
業
時
は
、

作
業
に
適
し
た
服
装
を
着
用
し
、

エ
ン
ジ
ン
を
掛
け
た
ま
ま
雪
詰
ま

り
を
取
り
除
く
な
ど
の
作
業
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

留
萌
警
察
署

　
（
☎
４
２
ー
０
１
１
０
）

　

相
続
手
続
で
は
、
お
亡
く
な
り

に
な
っ
た
方
の
戸
籍
書
類
一
式

を
、
各
種
窓
口
に
何
度
も
出
し
直

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
は
、

法
務
局
に
「
戸
籍
書
類
一
式
」
と

「
相
続
関
係
を
一
覧
に
し
た
図（
法

定
相
続
情
報
一
覧
図
）」
を
一
緒

に
提
出
す
る
こ
と
で
、
内
容
を
確

認
し
た
上
で
、
法
定
相
続
人
が
誰

で
あ
る
の
か
を
、
提
出
さ
れ
た
一

覧
図
の
写
し
に
登
記
官
が
証
明
し

て
無
料
で
交
付
し
ま
す
。
法
定
相

続
情
報
一
覧
図
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の

相
続
登
記
、
預
金
の
払
戻
し
、
相

続
税
の
申
告
、
各
種
年
金
手
続
き

な
ど
を
行
う
と
き
に
必
要
と
さ
れ

る
戸
籍
書
類
一
式
の
提
出
が
省
略

で
き
ま
す
。

　

ご
検
討
さ
れ
る
方
は
左
記
ま
で

お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

旭
川
地
方
法
務
局
登
記
部
門

 

（
☎
０
１
６
６
ー
３
８
ー
１
１
４
６
）
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問落
氷
雪
・
除
雪
等
作
業
中

の
事
故
防
止
に
つ
い
て

法
定
相
続
情
報
証
明

制
度
の
ご
案
内

問

問
富
山
整
形
外
科

◇
日
曜
当
番
医
◇

【
２
月
２７
日
】（
留
萌
市
）

（
末
広
町
１ 

☎
４
２
ー
２
０
３
０
）

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

　

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

3,895
1,788
2,107
2,086

－ １８
－８
－１０
－８

１２

3,883
1,781
2,102
2,085

－１２
－７
－５
－１

１

１２月１日～１２月３１日届出分 １月１日～１月３１日届出分

２月７日は「北方領土の日」

『北方領土の日特別啓発期間』
１月２１日（金）～２月２０日（日）

　択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、
私たちの先人が開拓したわが国固有の領土です。

役場上下水道課（☎５３－１１５２）

役場税務課・税務係（☎５３－１１１４）

上下水道料金
２月２５日（金）

２月２８日（月）
国民健康保険税（第８期）

町税等の納期について
掲
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
福
祉
に
（
香
典
の
一
部
か
ら
）

◆
増
毛
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
（
現
金
）

◆
各
自
治
会
等
へ
（
現
金
）

福
原

　ミ
キ
さ
ん
（
別
苅
）
３８
区
自
治
会
へ

村
山

　フ
ミ
子
さ
ん
（
畠
中
町
）
２４
区
自
治
会
へ

岩
見

　慶
一
さ
ん
（
斜
里
町
）
４７ 

ー
１
区
自
治
会
へ

香
典
の
一
部
か
ら

役
場
町
民
課
・町
民
環
境
係

（
☎ 

５
３
ー
１
１
１
２
）

【
３
月
号
へ
の
掲
載
希
望

　２
月
１８
日（
金
）ま
で
】

町
介
護
従
事
者
養
成
修
学

資
金
貸
付
の
ご
案
内

　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイトの方、学生など働くす
べての人）及びその使用者に適用される北海道最低賃金が令和３年１０月から改正されました。

時間額
みんなチェック！最低賃金。

８８９北 海 道 最 低 賃 金 円

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
○特定の産業で働く方には、北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。詳しくは、お問合せ先までご連絡く
　ださい。 【お問合せ先】留萌労働基準監督署（☎４２ー０４６３）
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3,895
1,788
2,107
2,086

－ １８
－８
－１０
－８

１２

3,883
1,781
2,102
2,085

－１２
－７
－５
－１

１

１２月１日～１２月３１日届出分 １月１日～１月３１日届出分

２月７日は「北方領土の日」

『北方領土の日特別啓発期間』
１月２１日（金）～２月２０日（日）

　択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、
私たちの先人が開拓したわが国固有の領土です。

役場上下水道課（☎５３－１１５２）

役場税務課・税務係（☎５３－１１１４）

上下水道料金
２月２５日（金）

２月２８日（月）
国民健康保険税（第８期）

町税等の納期について
掲
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

社
会
福
祉
に
（
香
典
の
一
部
か
ら
）

◆
増
毛
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
（
現
金
）

◆
各
自
治
会
等
へ
（
現
金
）

福
原

　ミ
キ
さ
ん
（
別
苅
）
３８
区
自
治
会
へ

村
山

　フ
ミ
子
さ
ん
（
畠
中
町
）
２４
区
自
治
会
へ

岩
見

　慶
一
さ
ん
（
斜
里
町
）
４７ 

ー
１
区
自
治
会
へ

香
典
の
一
部
か
ら

役
場
町
民
課
・町
民
環
境
係

（
☎ 

５
３
ー
１
１
１
２
）

【
３
月
号
へ
の
掲
載
希
望

　２
月
１８
日（
金
）ま
で
】



水

木

月

火

水

木

金

土

金

日

日

月

月

火

不 燃 か・び

生

生

可 燃 資源1

プ ラペット

不 燃 か・び

生 資源2

生 木

可 燃

プ ラペット

生

生

生 粗 大

不 燃 か・び

不 燃 か・び

生 金属・危険

可 燃

プ ラペット

プ ラペット

可 燃 資源1

可 燃 資源1

生 資源2

火

水

木

金

水

木

日

月

金

土

土

土

日

月

火

火

7

8
7

2

3

8

9

10
11
12
13
14

15

16

17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
1

2

3
4
5
6

●広報ましけ２月号発行
●ニュースポーツ体験会① 「ドッヂビー」
　　18：30～20：00　町立体育館

●広報ましけ３月号発行

●四種混合・B 型肝炎・ロタ予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所
●英会話教室　19：00～20：00　文化センター

●ザ・サーキット for ビギナーズ
　①18：30～　②19：10～　文化センター

●ザ・サーキット for ビギナーズ
　①18：30～　②19：10～　文化センター

●ザ・サーキット for ビギナーズ
　①18：30～　②19：10～　文化センター

●ザ・サーキット for ビギナーズ
　①18：30～　②19：10～　文化センター

●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：30
　　文化センター

●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：30
　　文化センター

●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：30
　　文化センター

●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：30
　　文化センター

●日本脳炎予防接種　15：30～16：00　
　　市街診療所
●英会話教室　19：00～20：00　文化センター

●定例行政相談所開設　10：00～12：00
　　文化センター
●出張無料法律相談会　13：00～16：00
　　文化センター
●関節健康トレーニング　10：30～11：30　
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：30
　　文化センター

●町民健康相談　9：00～11：30　健康一番館

●ヒブ・小児肺炎球菌予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所
●英会話教室　19：00～20：00　文化センター

●乳幼児相談　9：30～11:30　健康一番館
●ベビーマッサージ教室　10：00～11:00　
　　健康一番館
●ニュースポーツ体験会② 「ドッヂビー」
　　18：30～20：00　町立体育館

☆粗大ごみ申込受付最終日

◯天皇誕生日祝

◯建国記念の日祝

●献血車「ひまわり号」巡回　9：00～15：30
　増毛町役場、文化センター

家庭ごみの収集日について
マ
ー
ク
の
見
方

生ごみ 可燃系埋立ごみ 不燃系埋立ごみ プラ製容器 ペットボトル
金属類、危険ごみ 粗大ごみかん、びん 木くず

紙製容器、雑がみ、白色トレイ、発泡スチロール 新聞・チラシ類、雑誌、ダンボール、紙パック

生

木 金属・危険

可 燃 不 燃

粗 大

プ ラ ペット

か・び

資源1 資源2

粗大ごみの収集について（毎月第４月曜日） ■ 留萌南部衛生組合（電話43-2555・43-2588）問
①１回の収集につき５点までしか出すことができません。 粗大ごみ収集の申込は9：00～17：00（受付最終日は15：00）ま
　でに、 留萌南部衛生組合 （電話43-2555・43-2588）に電話申込してください。 その際にステーション番号を忘れずに
　伝えてください。
※ 「ごみ分別ハンドブック」 では、申込は2日前の15：00までとなっていますが、 増毛町の場合は、３日前（休日の場合、
　その前日） の15：00までとなります。
②ごみ袋販売店にて粗大ごみ処理券を購入し、 当該粗大ごみに貼り付け、 収集日の9：00までにごみステーション横又は
　自宅前に出してください。
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